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消
費
税（
地
方
消
費
税
を
含
む
。）の
税
率
は
、
平
成
26
年

４
月
１
日
か
ら
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

消
費
税
の
課
税
事
業
者
が
、
平
成
26
年
４
月
１
日
を
含
む

課
税
期
間
分（
個
人
事
業
者
の
場
合
は
平
成
26
年
分
）の
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、

課
税
売
上
げ
・
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
帳
簿
等
に
お
い
て
、

旧
税
率
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
新
税
率
が
適
用
さ
れ
た
も
の

に
区
分
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
税
率
引
上
げ
に
伴
う
経
過
措
置
に
よ
り
、
平
成
26

年
４
月
１
日
以
後
に
行
わ
れ
る
取
引
で
あ
っ
て
も
、
旧
税
率

が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

個
人
が
金
地
金
等
を
売
却
し
た
場
合
は
、
総
合
譲
渡
所
得

と
な
り
、
年
間
の
利
益
が
50
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
次
の

よ
う
な
計
算
で
総
合
譲
渡
所
得
を
計
算
し
ま
す
。

①
金
地
金
等
を
購
入
後
、
５
年
以
内
で
売
却
し
た
場
合

　
　

売
却
金
額 

― 

必
要
経
費 

―  

50
万
円＝ 

短
期
譲
渡
所
得

②
金
地
金
等
を
購
入
後
、
５
年
超
で
売
却
し
た
場
合

　
　
〔
売
却
金
額 

― 

必
要
経
費 

― 

50
万
円
〕
×
１
／
２

　

＝ 

長
期
譲
渡
所
得

消
費
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

個
人
が
金
地
金
等
を
売
却
し
た
場
合
、

確
定
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※ 

１
回
の
取
引
金
額
が
２
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
に
、
売

却
者
の
本
人
確
認
を
行
っ
た
上
で
、
売
却
者
の
住
所
・
氏

名
・
売
却
金
額
・
売
却
日
等
を
記
載
し
た「
金
地
金
等
の

譲
渡
の
対
価
の
支
払
調
書
」が
買
取
業
者
か
ら
税
務
署
長

に
対
し
て
提
出
さ
れ
ま
す
。

【
国
外
財
産
調
書
の
提
出
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
】

　

適
正
な
課
税
・
徴
収
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
平
成
24 

年
度
の
税
制
改
正
に
お
い
て
、
国
外
財
産
を
保
有
す
る
方
か

ら
そ
の
保
有
す
る
国
外
財
産
に
つ
い
て
申
告
を
し
て
い
た
だ

く
仕
組
み（
国
外
財
産
調
書
制
度
）が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

○
国
外
財
産
調
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

　

居
住
者（「
非
永
住
者
」の
方
を
除
き
ま
す
。）の
方
で
、
そ

の
年
の
12
月
31
日
に
お
い
て
、
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
５ 

千
万
円
を
超
え
る
国
外
財
産
を
有
す
る
方
は
、
そ
の
財
産
の

種
類
、
数
量
及
び
価
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
国

外
財
産
調
書
を
、
そ
の
年
の
翌
年
の
３
月
15
日
ま
で
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

法
施
行
後
の
最
初
の
国
外
財
産
調
書
は
、
平
成
25
年
12
月

31
日
に
お
け
る
国
外
財
産
の
保
有
状
況
を
記
載
し
て
、
平
成

26
年
３
月
17
日
ま
で
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※ 「
非
永
住
者
」と
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
お
ら
ず
、
か

つ
、
過
去
10
年
以
内
に
お
い
て
国
内
に
住
所
又
は
居
所
を

有
し
て
い
た
期
間
が
５
年
以
下
で
あ
る
方
を
い
い
ま
す
。

国
外
財
産
調
書
の
提
出
制
度

※ 「
国
外
財
産
」と
は
、「
国
外
に
あ
る
財
産
を
い
う
」こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
い
う「
国
外
に
あ
る
」か
ど
う
か

の
判
定
に
つ
い
て
は
、
財
産
の
種
類
ご
と
に
行
う
こ
と
と

さ
れ
、
例
え
ば
、
そ
の
財
産
の
所
在
、
そ
の
財
産
の
受
入

れ
を
し
た
営
業
所
又
は
事
業
所
の
所
在
な
ど
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
国
外
財
産
の
価
額

　

国
外
財
産
の「
価
額
」は
、
そ
の
年
の
12
月
31
日
に
お
け
る

「
時
価
」又
は
時
価
に
準
ず
る
も
の
と
し
て「
見
積
価
額
」に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
邦
貨
換
算
」は
、
同
日

に
お
け
る「
外
国
為
替
の
売
買
相
場
」に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

○
国
外
財
産
調
書
の
記
載
事
項

　

国
外
財
産
調
書
に
は
、提
出
者
の
氏
名
、住
所（
又
は
居
所
）

に
加
え
、
国
外
財
産
の
種
類
、
数
量
、
価
額
、
所
在
等
を
記

載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す（
国
外
財
産
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、「
種
類
別
」、「
用
途
別
」（
一
般
用
及
び
事
業

用
）、「
所
在
別
」に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

※ 「
事
業
用
」と
は
、
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
又
は
山
林
所

得
を
生
ず
べ
き
事
業
又
は
業
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い

い
、「
一
般
用
」と
は
、
そ
れ
以
外
の
用
に
供
す
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://www.nta.

go.jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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